
 

II 外国子会社合算税制等の見直
し 
執筆者：濵野 有里 

１．はじめに 

令和 8 年度税制改正法が令和 8 年 3 月 31 日、参議院本会

議で可決、成立しました。 

外国子会社を利用した租税回避の防止を目的とする外国子

会社合算税制（以下「CFC 税制」）については、これまで、

租税回避と関係しないと考えられるケースにおいても形式

的に課税が行われることや、ビジネス実体と経済活動基準

等の乖離が生じ、事業活動上必要な会社に対しても課税が

行われるなどの課題が指摘され、海外展開を行う企業から

負担軽減を求める要望が強く寄せられていました。また、

グローバル・ミニマム課税（以下「GM課税」）の導入によ

り新たな事務負担の発生が見込まれていること、さらに諸

外国おいても GM 課税の導入に伴い課税対象の縮減等が見

込まれており、これらを踏まえ、CFC 税制の改正が行われ

ました。 

本改正は、外国関係会社の令和８年 4 月 1 日以後に開始す

る事業年度から適用されます。 

本稿では、これらの改正の概要について解説いたします。 

２．解散した部分対象外国関係会社又は外国金
融子会社等に係る特例の創設 

CFC 税制には、経済活動基準を満たさない外国関係会社（以

下「特定外国関係会社」）に対する会社単位の合算と、経済

活動基準を満たす外国関係会社（以下「部分対象外国関係

会社」）に対する受動的所得の部分合算という２つの合算方

法があります。 

改正前の制度では、外国関係会社が事業活動を清算する局

面において、経済活動基準を維持することができず、特定

外国関係会社に該当して会社単位の合算課税が生じてしま

うという課題がありました。今回の改正ではこの点が見直

され、新たに設けられた「清算部分対象外国関係会社*¹」に

該当する場合には、特例清算事業年度*²については、「部分

対象外国関係会社」とみなして CFC税制を適用する特例が

創設されました。これにより、清算手続き中の外国関係会

社であっても、引き続き受動的所得のみを合算課税の対象

とすることが可能となります。 

また、部分合算の対象となる受動的所得には、外国関係会

社の事業規模等に照らし通常生じ得ない「異常所得」が含

まれるところ、特例清算事業年度の異常所得の計算におい

て控除する総資産の額、人件費の額および減価償却累計額

は、解散により最初に「部分対象外国関係会社」に該当しな

いこととなった事業年度の前事業年度におけるこれらの金

額を用いることとされました。これにより、特例清算事業

年度の「異常所得」については、資産の売却や人員削減が行

われた場合であっても、解散前事業年度と同水準の金額を

控除することが可能となり、税負担の軽減が図られます。 

なお、この特例は、国税当局の職員により「清算部分対象外

国関係会社」に該当すること、もしくは、その事業年度が特

例清算事業年度に該当することを明らかにする書類の提出

を求められ、期限までに書類の提出ができない場合には、

特定外国関係会社として会社単位の合算課税とされます。 

あわせて、解散した外国関係会社のうちその解散の日を含

む事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれの事業年

度においても外国金融子会社等に該当していた外国関係会

社に対しても同様の改正が行われております。 

*¹清算部分対象外国関係会社 

解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年

度開始の日前 2 年以内に開始した事業年度のいずれにおい

ても「部分対象外国関係会社」に該当していた外国関係会

社 

*²特例清算事業年度 

解散により、最初に「部分対象外国関係会社」に該当しない

こととなった事業年度終了の日から原則として同日以後 3

年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要
件の一部緩和 

本改正では、ペーパー・カンパニー特例(外国関係会社が一

定の要件を満たす場合には、特定外国関係会社の範囲から

除外する措置)に係る「資産割合要件」について、その外国

関係会社の事業年度の終了の時における貸借対照表に計上

されている総資産の額が零である場合には、その事業年度

における資産割合要件の判定が不要となりました。 

４．外国関係会社の本店所在地国の外国法人税
の税率が累進課税の場合に最高税率を用いて租
税負担割合を計算することができる特例の一部
不適用 

本改正では、外国関係会社の本店所在地国の外国法人税の

税率が累進課税である場合に、最高税率を用いて租税負担

割合を計算することができる特例について、その最高税率

が適用されることが通常見込まれないこと等の事情により、

本特例を適用することが著しく不適当であると認められる

場合には、この特例の適用はできないこととなりました。 

なお、この改正は、前記２．および３．の改正が制度の緩和

を目的としているのに対し、特例の適用範囲を見直す観点

からの強化措置となります。 

５．おわりに  

今回の改正により、これまで実務上問題視されてきた課題

について一定の解消が図られることとなりました。 

一方、GM 課税の導入を踏まえ、令和 9 年度以降の税制改

正においても見直しが検討されており、今後の制度改正の

動向についても引き続き注視していく必要があります。 

 

 

 

 

（例）過去から部分対象外国関係会社に該当していた外国関係会社が解散した日の属する事業年度（X事業年度）から部分対象外国関係会社に該当しなくなった場合

解散

特例清算事業年度

異常所得計算における総資産の額、人件費の額、減価償却累計額はX-1事業年度の金額

部分対象

外国関係会社

部分対象

外国関係会社

部分対象

外国関係会社

部分対象

外国関係会社

外国関係会社

の判定結果

X＋4事業年度

部分対象

外国関係会社

部分対象

外国関係会社

特定外国関係会社

又は

対象外国関係会社

特定外国関係会社

又は

対象外国関係会社

特定外国関係会社

又は

対象外国関係会社

特定外国関係会社

又は

対象外国関係会社

特定外国関係会社

又は

対象外国関係会社

X-2事業年度 X-1事業年度 X事業年度 X＋1事業年度 X＋2事業年度 X＋3事業年度


